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複
数
税
率
に
応
じ
た
対
応
等

　

会
計
事
務
が
複
雑
化

―
―
消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
う
制
度
改
正

に
よ
っ
て
、
ダ
イ
レ
ク
ト
セ
リ
ン
グ
業
界

へ
の
影
響
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
す
。
同

時
に
導
入
さ
れ
る
軽
減
税
率
制
度
に
よ
っ

て
、
申
告
の
際
に
「
仕
入
税
額
控
除
」
を

受
け
る
要
件
等
が
変
わ
る
そ
う
で
す
が
、
そ

の
概
要
な
ど
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ

い
。

岩
本
●
消
費
税
の
税
率
は
こ
れ
ま
で
一
本

化
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
回
の

軽
減
税
率
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、
税
率

が
8
％
と
10
％
の
二
種
類
に
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
事
業
者
は
取
引
の
際
に
発
行

す
る
請
求
書
等
の
消
費
税
率
を
記
載
す
る

場
合
、
8
％
か
10
％
か
の
区
分
け
を
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
事
業
者
が
申

告
の
際
に
、
預
か
っ
た
消
費
税
か
ら
負
担

し
た
消
費
税
を
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
る

「
仕
入
税
額
控
除
」
を
受
け
る
た
め
に
は
、

税
率
ご
と
に
分
け
て
帳
簿
を
付
け
る
区
分

経
理
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
会
計
等
の
事

ダ
イ
レ
ク
ト
セ
リ
ン
グ
業
界
に

必
要
な
備
え
と
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
の
動
向

本
年
10
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
消
費
税
率
の
改
定
。
標
準
税
率
が
現
行
の
8
％
か
ら
10
％
に
変
更
に
な
る
。今
回
の
改
定
で
は
、食
料
品
等
を
8
％

に
据
え
置
く
軽
減
税
率
制
度
が
初
め
て
導
入
さ
れ
る
な
ど
、こ
れ
ま
で
の
消
費
税
率
改
定
と
は
異
な
る
対
応
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
。
消
費
税
率

引
上
げ
に
よ
っ
て
、ダ
イ
レ
ク
ト
セ
リ
ン
グ
業
界
に
は
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
り
、事
業
者
は
ど
の
よ
う
な
準
備
が
必
要
な
の
か
。

ま
た
、
経
済
産
業
省
か
ら
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス・
消
費
者
還
元
事
業
」
が
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、事
業
者
は
多
様
化
し
て
い
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の

導
入
を
ど
の
よ
う
に
判
断
し
た
ら
よ
い
の
か
。
税
率
引
上
げ
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
会
計
に
詳
し
い
賛
助
会
員
の
株
式
会
社
エ
フ
ア
ン
ド
エ
ム
に
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
一
般
社
団
法
人
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
推
進
協
議
会
に
お
話
を
伺
っ
た
。（
ま
と
め
編
集
部
）

株
式
会
社 

エ
フ
ア
ン
ド
エ
ム（
東
京
都
中
央
区
）  

ア
カ
ウ
ン
テ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
事
業
本
部 

本
部
長
代
行  

岩
本
一
孝 

氏

複
数
税
率
に
応
じ
た
対
応
と
、２
０
２
３
年
か
ら
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を
見
据
え
た
準
備
を
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務
作
業
が
複
雑
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
「
仕
入
税
額
控
除
」
を
受
け
る
要

件
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
現
行
は
「
請
求

書
等
保
存
方
式
」
に
な
り
ま
す
。
軽
減
税

率
が
導
入
さ
れ
る
本
年
10
月
1
日
か
ら
２

０
２
３
年
9
月
30
日
ま
で
の
間
は
「
区
分

記
載
請
求
書
等
保
存
方
式
」
に
な
り
、
同

年
10
月
1
日
か
ら
は
「
適
格
請
求
書
等
保

存
方
式
」、い
わ
ゆ
る「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」

に
な
り
ま
す
。

　

現
在
、
年
間
売
上
が
１
、
０
０
０
万
円

を
超
え
る
事
業
者
は
、
課
税
事
業
者
と
し

て
売
上
に
含
ま
れ
て
い
る
消
費
税
を
、
自

ら
申
告
し
て
納
税
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

一
方
、
売
上
が
１
、
０
０
０
万
円
以
下
の

事
業
者
は
、
免
税
事
業
者
と
し
て
売
上
に

含
ま
れ
て
い
る
消
費
税
の
納
税
義
務
が
免

除
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」
が
実

施
さ
れ
る
2
0
2
3
年
10
月
以
降
は
、

売
上
が
１
，
０
０
０
万
円
以
下
の
事
業
者

の
売
上
に
含
ま
れ
て
い
る
消
費
税
が
免
税

扱
い
さ
れ
な
く
な
り
、
誰
か
が
、
消
費
税

を
納
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
既
に
欧
米
諸
国
で
導
入

さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
ど
こ
か
ら
も
、

き
っ
ち
り
漏
れ
な
く
納
税
し
て
も
ら
う
と

い
う
の
が
、
そ
も
そ
も
の
狙
い
だ
と
考
え

ま
す
。

―
―
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
導
入
さ
れ
た
後

は
、
免
税
事
業
者
に
も
納
税
義
務
が
生
じ

る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

岩
本
●
違
い
ま
す
。
免
税
事
業
者
の
ま
ま

で
い
る
か
、
納
税
す
る
課
税
事
業
者
に
な

る
か
は
選
択
で
き
ま
す
。
納
税
す
る
こ
と

に
し
た
場
合
、税
務
署
長
に
申
請
し
て「
適

格
請
求
書
発
行
事
業
者
」
と
し
て
登
録
を

受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
登
録
を
受
け

て
課
税
事
業
者
に
な
る
と
、「
仕
入
税
額

控
除
」
に
必
要
な
イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
の
請

求
書
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

　

一
方
、
免
税
事
業
者
は
こ
の
「
適
格
請

求
書
（
イ
ン
ボ
イ
ス
）」
の
発
行
が
で
き

ま
せ
ん
。
免
税
事
業
者
等
か
ら
の
仕
入
れ

に
つ
い
て
、
課
税
事
業
者
は
「
仕
入
税
額

控
除
」
の
適
用
が
受
け
ら
れ
な
い
た
め
、

負
担
額
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

免
税
事
業
者
は
課
税
事
業
者
に

　

な
る
か
否
か
の
判
断
が
必
要

―
―
適
格
請
求
書
を
発
行
す
る
場
合
、
販

売
員
や
個
人
事
業
主
に
は
、
ど
の
よ
う
な

事
務
作
業
が
発
生
し
ま
す
か
。
ま
た
、
ど

の
よ
う
な
負
担
が
あ
る
か
に
つ
い
て
も
教

え
て
く
だ
さ
い
。

岩
本
●
「
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
」
の

登
録
作
業
が
必
要
で
す
。「
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
」
は
、
２
０
２
３
年
10
月
か
ら
始
ま

り
ま
す
が
、
2
年
前
の
２
０
２
１
年
10
月

か
ら
登
録
で
き
ま
す
。　

　

負
担
面
で
は
、
納
め
る
税
金
を
工
面
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
今
ま
で
は
所
得
税

の
確
定
申
告
だ
け
で
済
ん
で
い
ま
し
た
が
、

消
費
税
の
確
定
申
告
も
必
要
に
な
り
ま
す
。

通
常
で
あ
れ
ば
、
税
額
決
定
後
の
3
月
末

に
納
付
す
る
流
れ
に
な
る
で
し
ょ
う
。

―
―
納
税
を
選
択
し
た
免
税
事
業
者
は
、
そ

う
し
た
作
業
が
必
要
な
の
で
す
ね
。
ダ
イ

レ
ク
ト
セ
リ
ン
グ
業
界
の
委
託
販
売
員
等

に
は
小
さ
な
個
人
事
業
主
が
多
く
存
在
し

ま
す
。
繁
雑
な
登
録
作
業
等
の
手
続
き
は
、

商
品
等
の
供
給
元
で
あ
る
企
業
に
代
行
し

て
も
ら
い
た
い
と
い
う
の
が
本
音
だ
と
思

い
ま
す
。

岩
本
●
そ
う
で
す
ね
。
た
だ
義
務
で
は
な

い
の
で
、
免
税
事
業
者
の
ま
ま
で
い
る
こ

と
も
可
能
で
す
。
そ
の
場
合
、
先
程
お
話

し
し
た
「
仕
入
れ
税
額
控
除
」
が
で
き
な

い
の
で
、
委
託
販
売
員
に
販
売
手
数
料
等

を
支
払
っ
て
い
る
企
業
の
負
担
が
増
え
る

の
は
、
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ま
で
、
企
業
は
取
引
先
が
課
税
事

業
者
か
免
税
事
業
者
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

消
費
税
率
を
乗
じ
た
報
酬
を
支
払
っ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」

の
導
入
に
よ
り
、
取
引
先
が
課
税
事
業
者

か
免
税
事
業
者
か
で
大
き
な
違
い
が
出
て

き
て
、
免
税
事
業
者
と
の
取
引
の
場
合
の

負
担
額
は
大
き
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
た
め
、
企
業
は
取
引
す
る
免
税

事
業
者
に
対
し
て
、「
適
格
請
求
書
発
行

事
業
者
」
の
登
録
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う

要
求
を
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
こ
う
し
た
要
求
が
ど
こ
ま
で
受
け

入
れ
ら
れ
る
か
は
現
時
点
で
は
明
確
な
こ

と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　

ダ
イ
レ
ク
ト
セ
リ
ン
グ
業
界
の
事
業
者

側
の
負
担
と
い
う
点
で
は
、
消
費
税
を
納

め
る
課
税
事
業
者
に
な
る
と
、「
適
格
請

求
書
」
の
発
行
と
保
存
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
事
業
者
間
の
や
り
取
り
や
会
計
作
業

等
が
繁
雑
に
な
る
の
は
、
否
め
な
い
で
し

ょ
う
。

　

事
業
者
と
し
て
は
、
制
度
が
導
入
さ
れ

る
前
の
準
備
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
し

か
も
、
大
企
業
に
な
る
と
、
販
売
員
の
数

岩本一孝氏
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も
何
万
人
と
い
う
規
模
に
な
る
で
し
ょ
う

か
ら
、
販
売
員
が
課
税
事
業
者
か
否
か
に

応
じ
た
管
理
等
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
課
税
事
業
者
は
登
録
番
号
を
持
っ
て

い
ま
す
の
で
、
そ
う
し
た
情
報
も
同
時
に

　　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
は
、

　

産
業
振
興
と
社
会
の
効
率
化
に

　

資
す
る
重
要
ツ
ー
ル

―
―
今
、
な
ぜ
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を

推
進
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

福
田
●
国
が「
未
来
投
資
戦
略
２
０
１
７
」

で
述
べ
た
よ
う
に
、
国
際
的
に
見
て
日
本

は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
が
遅
れ
て
い
て
、

産
業
振
興
な
ど
に
資
す
る
重
要
な
ツ
ー
ル

と
し
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
推
進
が

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
経
済
産
業
省

で
は
、
消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
う
「
キ
ャ

管
理
す
る
必
要
が
あ
り
、
シ
ス
テ
ム
構
築

等
の
課
題
も
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

税
制
改
正
に
関
す
る
諸
々
の
制
度
に
関

し
て
は
、
現
時
点
で
は
明
確
に
見
え
て
こ

な
い
部
分
が
多
々
あ
り
ま
す
。
今
後
、
制

ッ
シ
ュ
レ
ス
・
消
費
者
還
元
制
度
」
の
導

入
を
公
表
し
て
お
り
、「
中
小
・
小
規
模

店
で
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を
し
た
消
費

者
に
国
の
負
担
で
最
大
５
％
の
ポ
イ
ン
ト

還
元
を
し
た
り
、
中
小
・
小
規
模
店
の
決

済
端
末
等
導
入
費
を
補
助
し
た
り
す
る
」

と
し
て
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
を
進
め
て

い
ま
す
。

　

推
進
の
背
景
と
し
て
は
、
ま
ず
一
つ
に
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
が
社
会
の
効
率
化

に
役
立
つ
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
現
金

支
払
い
は
非
効
率
な
面
が
あ
る
か
ら
で
す
。

例
え
ば
、
消
費
者
は
「
買
い
た
い
」
も
の

が
あ
っ
て
も
現
金
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た

度
の
内
容
が
変
わ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す

の
で
、
動
向
を
注
意
深
く
見
守
っ
て
い
く

必
要
性
を
感
じ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
で
き
る
準
備
を
怠
ら
な
い
こ
と
は

重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

ら
買
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
実
店

舗
に
行
く
と
き
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
寄
っ
て
現
金

を
下
ろ
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
東
京

で
は
ど
こ
に
で
も
銀
行
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
が
あ
り
ま
す
が
、
地

方
で
は
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
ツ
ー
ル
を
持
っ
て
い
れ

ば
、
消
費
者
は
「
買
い
た
い
」
と
思
っ
た

と
き
に
買
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
現
金
で
は
保
護
さ
れ
な

い
よ
う
な
支
払
い
ト
ラ
ブ
ル
に
対
し
て
も
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
で
は
あ
る
程
度
補

償
さ
れ
、
安
全
性
が
高
ま
る
と
い
う
面
で

す
。
例
え
ば
昨
年
発
生
し
た
旅
行
会
社
や

レ
ン
タ
ル
晴
着
会
社
が
倒
産
し
て
、
払
っ

た
お
金
が
戻
っ
て
こ
な
い
と
い
っ
た
ト
ラ

ブ
ル
の
場
合
で
す
。
業
者
が
所
在
不
明
に

な
っ
て
し
ま
う
と
、
現
金
払
い
で
は
ど
う

し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
決
済
で
あ
れ
ば
債
務
不
履
行
と
い
う

形
で
決
済
事
業
者
か
ら
あ
る
程
度
の
保
護

が
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
面
で
も
消

費
者
に
と
っ
て
使
い
勝
手
が
よ
い
の
で
す
。

―
―
小
売
業
界
に
と
っ
て
は
、
キ
ャ
ッ
シ

ュ
レ
ス
決
済
に
は
ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト

が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

福
田
●
業
界
に
よ
っ
て
異
な
る
と
思
い
ま

す
が
、
一
般
的
に
は
現
金
の
管
理
コ
ス
ト

を
な
く
せ
る
と
い
う
こ
と
が
一
番
大
き
い

で
し
ょ
う
。
レ
ジ
で
受
け
取
っ
た
現
金
を

集
計
す
る
作
業
に
１
日
１
時
間
ほ
ど
要
し
、

人
件
費
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
は

誰
も
、
こ
れ
を
当
た
り
前
の
作
業
で
、
コ

ス
ト
だ
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
完
全
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
に
す

る
と
、
こ
れ
ら
の
作
業
時
間
も
人
件
費
も

ゼ
ロ
に
な
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
キ
ャ
ッ
シ

ュ
レ
ス
に
す
る
こ
と
で
お
客
様
が
増
え
、

売
上
げ
が
上
が
る
可
能
性
が
大
い
に
あ
る

こ
と
で
す
。
野
村
総
合
研
究
所
が
行
っ
た

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
導
入
前
よ
り
お
客
様

数
が
２
・
１
％
増
え
た
と
か
、
客
単
価
が

１
・
６
％
上
が
っ
た
と
い
っ
た
回
答
も
出

一
般
社
団
法
人 
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
推
進
協
議
会
（
東
京
都
港
区
）  

常
務
理
事
・
事
務
局
長  

福
田
好
郎 

氏

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
は
社
会
を
効
率
化
し
、消
費
の
安
全
性
を
高
め
る

「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
推
進
協
議
会
」
は
、経
済
産
業
省
に
よ
る
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
・
ビ
ジ
ョ
ン
」
に
基
づ
く
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

社
会
実
現
の
推
進
母
体
と
し
て
、
２
０
１
８
年
7
月
に
産
学
官
連
携
で
設
立
さ
れ
た
。
会
員
構
成
は
決
済
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
や

I
T
ベ
ン
ダ
ー
、小
売
業
等
の
法
人
会
員
、業
界
団
体
や
商
工
会
議
所
等
の
団
体
会
員
、大
学
教
授
や
弁
護
士
等
の
個
人
会
員
、

地
方
自
治
体
等
か
ら
な
り
、２
０
１
９
年
1
月
末
現
在
３
１
５
社
・
団
体
が
加
盟
し
て
い
る
。
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て
い
ま
す
。

　

消
費
者
目
線
で
見
る
と
、「
実
際
に
現

金
の
持
ち
合
わ
せ
が
な
く
て
困
っ
た
」
と

い
う
経
験
を
多
く
の
人
が
し
て
い
ま
す
。

特
に
飲
食
店
や
小
売
店
、
医
療
機
関
な
ど

で
の
経
験
が
多
い
。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決

済
が
で
き
る
こ
と
で
、
購
入
や
利
用
の
機

会
損
失
が
防
げ
る
の
で
す
。

　

訪
問
販
売
で
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
多
く
の
小
売
業
界
で

は
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
消
費
へ
の
対
応
も
視
野

に
入
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
２
０
２
０
年

は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
２
０
２
５
年
は

大
阪
万
博
と
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
が
あ
り
、

外
国
人
も
多
く
訪
れ
ま
す
。
外
国
人
旅
行

者
は
日
本
円
に
換
金
し
ま
す
が
、
そ
れ
ほ

ど
多
く
は
持
ち
歩
か
な
い
。
持
ち
合
わ
せ

が
な
い
と
、
購
入
や
利
用
を
見
合
わ
せ
る

こ
と
が
多
く
な
り
が
ち
で
、
店
側
は
販
売

の
機
会
を
逃
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
カ
ー

ド
支
払
い
が
で
き
る
環
境
を
用
意
し
て
お

く
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
機
会
損
失
は
避

け
ら
れ
ま
す
。

―
―
小
売
業
者
が
そ
う
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト

を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
環

境
整
備
が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。

福
田
●
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
イ
ニ
シ
ャ

ル
コ
ス
ト
と
し
て
決
済
端
末
費
が
、
ラ
ン

ニ
ン
グ
コ
ス
ト
と
し
て
加
盟
店
手
数
料
や

決
済
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
決
済
端
末
で
す
が
、
値
段
が
高

い
と
い
う
の
が
一
つ
の
課
題
で
す
。
し
か

し
、
先
ほ
ど
話
し
た
国
の
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
・
消
費
者
還
元
制
度
」
の
一
環
と
し

て
、
一
定
期
間
に
限
っ
て
で
す
が
、
中
小
・

小
規
模
事
業
者
の
端
末
導
入
費
は
、
3
分

の
1
を
決
済
事
業
者
が
負
担
し
、
残
り
の

3
分
の
2
を
国
が
補
助
し
て
く
れ
ま
す
。

ま
た
、
よ
り
簡
単
に
低
コ
ス
ト
で
利
用
で

き
る
の
が
、
皆
さ
ん
が
お
持
ち
の
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
を
利
用
し
た
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
決
済

で
す
。
技
術
も
進
歩
し
て
お
り
、
今
ま
で

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を
扱
っ
た
こ
と
が

な
い
小
売
業
者
に
と
っ
て
も
導
入
の
ハ
ー

ド
ル
は
下
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
を
使
っ
た
コ
ー
ド
決
済
事
業
者

間
で
は
競
争
が
激
し
く
、
一
定
期
間
は
手

数
料
０
％
と
い
う
会
社
も
あ
り
ま
す
。
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
間
で
も
、
長
ら
く

競
争
が
起
き
に
く
か
っ
た
の
で
す
が
、
新

た
に
参
入
し
て
く
る
決
済
事
業
者
の
影
響

も
あ
っ
て
、
環
境
は
大
き
く
変
わ
っ
て
き

て
い
ま
す
。

―
―
訪
販
小
売
業
者
も
、
国
の
補
助
金
制

度
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
を
享
受
で
き
る
で
し

ょ
う
か
。
特
に
、
ダ
イ
レ
ク
ト
セ
リ
ン
グ

業
界
で
は
、
本
体
が
大
企
業
、
販
売
員
は

個
人
事
業
主
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で

す
が
、
そ
の
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

福
田
●
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
や
決
済

代
行
会
社
と
加
盟
店
契
約
を
結
ん
で
い
る

訪
販
小
売
業
者
の
方
々
は
、
も
ち
ろ
ん
補

助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

「
消
費
税
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
あ
る

の
で
、
非
課
税
の
も
の
に
関
し
て
は
お
そ

ら
く
対
象
外
で
す
が
、
課
税
さ
れ
る
も
の

に
つ
い
て
は
実
店
舗
で
あ
ろ
う
と
訪
問
販

売
で
あ
ろ
う
と
対
象
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
フ

ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
と
同
様
、
本
体
が
大
企

業
で
も
、
個
々
の
個
人
事
業
主
は
、
中
小

企
業
と
み
な
し
、
補
助
金
の
対
象
に
な
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
あ
た
り
は
、
国
と
し
て
も
今
後
周

知
活
動
を
行
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
、
ご
確
認
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を

　

消
費
者
に
も
事
業
者
に
も
、

　

魅
力
的
で
便
利
な
ツ
ー
ル
に

―
―
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
と
一
言
で
言

っ
て
も
方
法
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
よ
う
で
す

が
、
ど
の
方
式
を
導
入
す
れ
ば
よ
い
の
で

し
ょ
う
か
。

福
田
●
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
プ
リ
ペ
イ

ド
カ
ー
ド
、
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
交
通
系

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
、
そ
し
て
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

を
利
用
し
た
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
な
ど
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
決
済
の
方
法
は
多
岐
に
わ
た
り

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
多
数
の
事
業
者
が
あ

り
、
利
用
者
側
の
企
業
か
ら
は
、「
ど
れ

を
選
べ
ば
よ
い
の
か
が
分
か
り
に
く
い
。

自
分
た
ち
は
何
を
導
入
す
れ
ば
よ
い
の

か
」
と
い
う
相
談
を
よ
く
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
た
、「
全
て
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
決
済
に
す
れ

ば
よ
い
の
か
」
と
い
う
質
問
も
受
け
る
の

で
す
が
、
我
々
と
し
て
は
そ
う
は
考
え
て

い
ま
せ
ん
。
い
つ
ど
う
や
っ
て
支
払
う
の

か
が
そ
れ
ぞ
れ
の
決
済
方
法
で
違
う
た
め
、

消
費
者
個
々
の
利
用
の
金
額
や
状
況
、
加

盟
店
の
状
況
な
ど
に
合
わ
せ
て
使
い
分
け

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

我
々
は
、
次
の
3
点
か
ら
検
討
す
る
よ

う
説
明
し
て
い
ま
す
（
図
1
）。

福田好郎氏
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①
消
費
者
が
い
つ
支
払
い
た
い
の
か
…
…

前
も
っ
て
払
い
た
い
の
か
、
今
す
ぐ
払
い

た
い
の
か
、
後
で
払
い
た
い
の
か
。

②
何
で
払
い
た
い
の
か
…
…
ス
マ
―
ト
フ

ォ
ン
か
、
カ
ー
ド
か
。

③
企
業
（
店
）
側
が
、
端
末
コ
ス
ト
を
ど

れ
く
ら
い
負
担
で
き
る
の
か
…
…
カ
ー
ド

決
済
端
末
を
導
入
で
き
る
の
か
、
費
用
の

安
い
簡
易
端
末
に
す
る
の
か
。

　

例
え
ば
八
百
屋
で
お
客
様
が
大
根
を
買

う
と
き
、
２
０
０
円
く
ら
い
の
金
額
を
後

払
い
に
し
た
い
人
は
あ
ま
り
い
ま
せ
ん
。

で
あ
れ
ば
、
八
百
屋
と
し
て
は
、
前
払
い

式
か
即
時
払
い
式
か
、
い
ず
れ
か
の
方
法

で
支
払
い
が
受
け
ら
れ
る
ツ
ー
ル
を
選
べ

ば
よ
い
で
し
ょ
う
。
一
方
、
宝
飾
店
で
は
、

お
客
様
は
そ
の
場
で
す
ぐ
10
万
円
を
支
払

え
る
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う

な
人
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
場
合
は

後
払
い
を
受
け
る
ツ
ー
ル
が
必
要
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
自
分
た
ち
が
販
売
し
て
い

る
商
品
の
特
性
や
単
価
を
踏
ま
え
た
上
で
、

売
り
方
の
ス
タ
イ
ル
を
検
討
し
、
そ
れ
に

対
し
て
消
費
者
が
ど
う
や
っ
て
払
い
た
い

と
思
う
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
手
掛
か
り

に
な
り
ま
す
。　

　

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
整
理
し
て
も
ま
だ

ま
だ
選
択
肢
が
多
く
、
利
用
者
に
と
っ
て

も
、
た
く
さ
ん
の
選
択
肢
が
あ
り
過
ぎ
て

よ
く
分
か
ら
な
い
。
我
々
と
し
て
は
、
も

う
少
し
整
理
し
て
分
か
り
や
す
く
す
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
例

え
ば
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
決
済
に
つ
い
て
は
、

技
術
的
な
仕
様
を
揃
え
て
、
店
側
の
導
入

や
シ
ス
テ
ム
対
応
の
負
担
を
で
き
る
だ
け

軽
く
す
る
た
め
の
検
討
を
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
は
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
が
出
る
は
る
か
前
の
仕
組
み
で
あ

り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
な
い
時
代
の
も

の
。
加
盟
店
に
決
済
用
の
端
末
を
置
き
専

用
回
線
を
引
い
て
い
た
仕
組
み
が
形
を
変

え
ず
に
今
も
残
っ
て
い
る
状
態
で
す
。

　

一
方
、
そ
う
い
っ
た
も
の
と
無
関
係
に

で
き
た
の
が
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
決
済

で
す
。
現
在
で
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済

は
か
な
り
広
く
普
及
し
て
い
ま
す
か
ら
、

訪
問
販
売
の
個
人
事
業
主
の

方
々
が
個
人
の
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
を
使
う
と
か
、
会
社
で

一
括
し
て
用
意
す
る
と
い
っ

た
ケ
ー
ス
は
増
え
て
来
る
で

し
ょ
う
。
こ
れ
な
ら
専
用
端

末
が
な
く
て
も
汎
用
的
に
使

え
ま
す
。
店
が
利
用
で
き
る

業
務
ア
プ
リ
が
あ
り
、
店
舗

以
外
の
場
所
で
も
、
こ
の
店

用
の
ア
プ
リ
で
読
み
取
れ
ば

決
済
が
可
能
で
す
。

―
―
今
後
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
決
済
の
普
及
に
は
、
ど
の

よ
う
な
筋
道
が
考
え
ら
れ
ま

す
か
。

福
田
●
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決

済
を
普
及
さ
せ
る
た
め
に
は
、

テ
レ
ビ
の
地
デ
ジ
放
送
へ
の

切
り
替
え
の
と
き
の
よ
う
に

「
国
が
何
年
何
月
何
日
か
ら

一
斉
に
こ
れ
に
な
り
ま
す
」
と
決
め
て
進

め
る
と
い
う
方
法
も
あ
り
ま
す
が
、
使
い

た
い
人
が
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
使
え
る
よ
う

に
整
備
し
、
便
利
さ
を
実
感
し
て
も
ら
う

こ
と
で
利
用
者
の
広
ま
り
を
待
つ
と
い
う

方
法
も
あ
り
ま
す
。

　

い
き
な
り
全
て
の
店
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
決
済
を
導
入
す
る
の
は
難
し
く
て
も
、

そ
の
割
合
が
徐
々
に
増
え
て
い
く
可
能
性

は
大
き
い
。
鉄
道
の
、
交
通
系
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
が
良
い
例
で
す
。
今
は
、
紙
の
切
符
で

は
通
れ
な
い
改
札
機
が
増
え
て
き
ま
し
た

が
、
そ
れ
に
文
句
を
言
う
人
は
あ
ま
り
い

ま
せ
ん
。
既
に
多
く
の
人
が
交
通
系
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の

よ
う
に
、
あ
る
程
度
認
知
度
が
高
ま
り
、

導
入
が
進
ん
だ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
さ
ら
に

多
く
の
方
々
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を

利
用
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
環
境
を
整
備

し
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
我
々
は
、

現
金
を
不
便
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
を
よ
り
便
利
に
す
る
」
こ
と
を
念
頭

に
お
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
キ
ャ

ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
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図１．消費者と店舗のそれぞれのニーズの組み合わせ



7　　季刊ダイレクトセリング　2019年春号［146］

消費税法改正及び関連法、
キャッシュレス・決済ポイント還元制度等に関する情報

　消費税は1989年に導入されて既に30年が経過し、今では日常生活に深く浸透しています。今回で3回目となる税率改定で
すが、初めて「軽減税率制度」が導入されるなど、従来とは異なる対応が必要になっています。税率が標準税率10％と軽減税率
8％の複数になるため、事業者は「区分記載請求書等」の発行をはじめとした会計システム変更等の対応が必要です。
　さらには、４年後の2023年10月１日からは適格請求書等保存方式（インボイス制度）への移行も予定されています。改正法
や関連制度の詳細については、下記のサイト等で確認してください。

国税庁：消費税について
消費税法改正のお知らせ　平成28年４月（同年11月改訂）
　⇒ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/h28kaisei.pdf
消費税のあらまし（平成30年6月）　… 一括ダウンロード
　⇒ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/01.htm
タックスアンサー（よくある税の質問）/消費税
　⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/shouhi.htm
その他：№6902 「総額表示」の義務付け
　⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
総額表示義務の特例措置に関する事例集 ･･･ PDF版
　⇒ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/sogakuhyojigimu.pdf
基本的なしくみ：№6113 「対価を得て行われる」の意義
　⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6113.htm

消費税の軽減税率制度実施について　
国税庁：消費税軽減税率の手引き･･･一括ダウンロードサイト
　⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01-1.htm
政府広報オンライン：消費税の軽減税率制度
　⇒ https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/index.html
国税庁：よくわかる消費税軽減税率制度 （平成30年7月）　･･･ パンフレット版
　⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0018006-112.pdf
国税庁：消費税の軽減税率制度について　… 説明会の日程、Q&A等の各種情報
　⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
中小企業・小規模事業者等向け「軽減税率対策補助金」問合せ先　… 複数税対応レジ導入補助等
　TEL：0570－081－222 他　[9:00～17:00（土日、祝日除く）]　 ⇒　http://kzt-hojo.jp
国税庁：消費税軽減税率電話相談センター　（軽減コールセンター）… 対象品目や税率計算等の質問
　TEL：0570－030－456　[9：00～17：00（土日祝除く）]

消費税転嫁対策特別措置法について
消費者庁：消費税転嫁対策特別措置法（2021年3月31日に延長）
　⇒ https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/consumption_tax
消費税転嫁対策特別措置法及びガイドライン等について…　リーフレット版
　⇒ https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/index_files/170829syosai.pdf
総合相談センター専用ダイヤル：0570－200－123　［9：00～17：00（土日祝日・年末年始除く）］
総合相談センター専用メール（HP上の専用フォーム）⇒ http://www.tenkasoudan.go.jp（24時間受付）

★経済産業省：キャッシュレス・消費者還元事業 （中小加盟店支援を含む）　

　消費税率引上げに伴う需要平準化対策として、キャッシュレス・消費者還元制度が導入されます。キャッシュレス決済を
行った消費者へのポイント還元と、決済事業者の中小加盟店を支援する制度で、期間は2019年10月～2020年6月まで
の9カ月間です。中小加盟店への支援内容は、キャッシュレス決済等端末等導入費の２／３と、加盟店手数料の１／３を国
が補助したりするものです。利用するには、加盟している決済事業者経由で登録をする必要がありますので、下記のサイト
で確認してください。　
 ・ウェブサイト ⇒ https://cashless.go.jp
 ・ポイント還元お問合せ窓口 （中小・小規模事業者向け）：0570－000655［10：00〜18：00（土日祝日除く）］ 

確認
しましょう
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相談事例　
　相談者は、23歳の男性で、社宅（家具・布団は揃っている）
に住んでいる。
　販売員が社名を名乗り「布団のサンプルを見せてあげる」
と訪問してきたが、「布団もみんな揃っている部屋だから」と
言って断った。しかし、10分後、その販売員が再訪して「布
団を見てもらうだけ。説明だけでも聞いて。マンションの了解
も取ったから」と言うので、説明を聞くだけと思い、ドアを開
け、室内に入れた。同年代の販売員で、気さくに話しかける
ので、自分も気軽に応対した。販売員は布団の説明をした後
に、「ちょっと寝てみて」と言うので、応じた。さらに、「寝心
地いいでしょう」と聞かれ、悪くはなかったので、「よいと思
う。でも買わないよ」と、買うつもりがないことは伝えた。す
ると急に、販売員は「これだけ説明を聞いたのに、買わな
いっていうのはないんじゃない？」と言い出した。確かに、話
を聞くだけ聞いて、簡単に断っては申し訳ないと思い、つい
「買う」と言ってしまった。販売員は「明日、契約書を持って
来るから、契約する気なら、明日、署名して」と言って帰った。
　仲良くなったし、自ら「買う」と言ってしまった以上、断わ
ることはできないと思い、翌日、販売員が契約書を持ってき
た時は、そのまま迎え入れた。「掛布団60万円、敷布団50万
円、カバー掛敷40万円で、合計150万円」と聞いた時には、
高いと思ったが、「クレジットだから大丈夫だよ」と言われる
と、毎月36,000円の60回払いなら払える気になってしまい、
Nクレジット会社の契約書に署名した。もらった控えの支払
総額は約220万円であった。
　しかし、翌日、販売員が再訪し、「Nクレジット会社1社で
は審査が通らなかった。2社に分けたら審査が通るから」と
言うので、Nクレジット会社でカバー分50万円、Hクレジット
会社で布団分90万円に書き直した契約書に署名し、控えを

受領した。合計金額は初回より10万円安い140万円になり、
その時は得した気がしたが、後でクレジット会社2社の支払
総額が約235万円と知った。
　審査は通ったが、支払は大きな負担になった。販売員には
「もう大人だし、親になんか言わないよね」と言われて黙って
いたが、生活費も足りなくなり、親に相談した。「自分の年収
より高い布団を買うなんて分不相応で、この先5年も支払うの
は無理。今からでも返した方がいい」と助言された。寝てし
まった布団だが、解約できるか。

Q1　勧誘方法に問題はないでしょうか。
A1　まず、勧誘目的等の明示（特商法第3条）についてで
すが、本事例では、販売員は、契約に至るまで、合計3回訪問
しています。最初は「布団のサンプルを見せてあげる」と言っ
て、2回目は「布団を見てもらうだけ。説明だけでも聞いて」
と言って、訪問しています。社名や商品名は伝えているようで
すが、布団を勧誘する目的を明示しているとはいえないと思
われます。相談者は「布団もみんな揃っている部屋だから」
と断っていますので、勧誘の目的は分かっていたようにも見
えますが、販売員が布団の勧誘をする目的を明示したとはい
えないと思われます。
　次に、再勧誘の禁止（特商法第3条の2第2項）について
ですが、1回目の訪問を受けた際に、相談者は「布団もみん
な揃っている部屋だから」と断っていて、2回目の訪問を受
け説明を聞いた後でも「買わないよ」と断っているようです。
その後、販売員から「これだけ説明を聞いたのに、買わな
いっていうのはないんじゃない？」と言われて、断るのが悪い
と思い、つい「買う」と言ってしまったとのことです。このよう
に、本事例では、相談者は断っているにも拘らず、販売員は
勧誘を続けたものと考えられます。

監修̶ ●̶  高芝利仁弁護士ダイレクトセリングQ&A

高額な布団等を契約したが、クレジット
審査が通らず、2社に分けて再契約した。
支払いが難しく解約したい
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AQ&
　ただ、本事例では、その場で契約を締結しておらず、販売
員は、「明日、契約書を持って来るから、契約する気なら、明
日、署名して」と言って帰り、翌日、日を改めて再訪し、契約
を締結しています。このように、相談者には断るチャンスが
あった訳ですので、本事例で、勧誘目的等の明示、再勧誘の
禁止に反することがあったとしても、そのことと本件契約締
結との関連は薄いとされるのではないかと思われます。
　また、適合性原則違反（特商法第7条第1項第5号、省令
第7条第3号）についてですが、本事例では、23歳の相談者
の支払総額約220万円の与信が通らなかったことからする
と、「顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と
認められる勧誘を行うこと」に該当する可能性もありうると
思われます。
　なお、勧誘目的等の明示、再勧誘の禁止、適合性原則に
違反したとされる場合であっても、直接的な民事効果はあり
ませんので、このことから、直ちに解約できるということには
なりません。

Q2　クレジット契約の審査が通らなかったので、商品を分
け、クレジット会社も2社に分けて契約するよう提案すること
に問題はないでしょうか。
A2　クレジット会社は、個別クレジット（個別信用購入あっ
せん）契約の申込みがあった場合、与信判断のために、申込
者の支払可能見込額（基本的な算定式は、「年収等」－「生
活維持費」－「クレジット債務がある場合は向こう1年間の
支払予定額」）を調査します。本事例では、最初の合計150
万円の布団等についての個別クレジット契約の申込みに対
し、Nクレジット会社では与信が通りませんでした。個別ク
レジット契約が不成立となった場合、約款により、売買契約
も遡って不成立となることが一般的と思われますが、その場

合、その後のNクレジット会社とHクレジット会社の2社に
分けて布団やカバーを購入する契約は新たな契約となりま
す。そして、本件では、相談者は、売買契約を2つに分け、ク
レジット会社2社と個別クレジット契約を締結することに同
意し、新たな契約書に署名して、控えも受領していますので、
特商法上の要件を満たした書面も交付されていると考えら
れます。
　ただ、当初、Nクレジット会社で与信が通らなかった原因
として、支払可能見込額の調査で、相談者の年収等では難し
いと判断された可能性も考えられますし、指定信用情報機
関で調査したところ他にクレジット債務があった可能性も考
えられますので、元 、々最初の合計150万円の布団等の売買
契約には無理があった可能性が想定されます。そして、その
後、相談者は、売買契約を2つに分け、クレジット会社2社と
個別クレジット契約を締結することに同意しましたが、支払
開始後、生活費も足りなくなっているようですので、その意味
では、商品や金額もほとんど変えないまま契約を2つに分け
るという販売員の提案は、適切ではなかったとされる可能性
が高いのではないかと思われます。
　そこで、本事例では、販売員の勧誘方法について、A1記載
のとおり、指摘すべき点があれば、これを販社に申し出ると
ともに、相談者の支払困難の現状を伝えて、クレジット会社
にも協力を求め、解約ないし減量の交渉を行うことが解決
に資するものと思われます。

※ダイレクトセリングQ&Aは、訪問販売ホットラインで受付けた相談事例
をアレンジして、法律的な解説を中心にご紹介しています。

訪問販売ホットライン（消費者相談室）
0120-513-506（平日10時～12時／13時～16時30分）

たかしば・としひと　　
1974年弁護士登録。個情法、PL法、特商法等に関する国
の審議会などの委員を務めてきた。また、消費生活アドバイ
ザー資格制度の普及・発展に貢献したとして、2015年経済
産業大臣表彰を受ける。 高芝法律事務所
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2011年度
（H23）

43.0%

279名
120名

2012年度
（H24）

321名

111名

2013年度
（H25）

330名

170名

2014年度
（H26）

356名

163名

2015年度
（H27）

274 名

106 名

2016年度
（H28）

43.1%

262 名

113 名

2017年度
（H29）

48.8%

205名

100名

2018年度
（H30）

49.2%

199名

98名
0名

受講者 合格者 合格率
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200名

300名

400名

0%

10%

20%

30%

40%

50%
51.5% 45.8%

38.7%
34.6%

推薦企業名 合格者数
（株）ノエビア 13名
日本メナード化粧品（株） 8名
新生ホームサービス（株） 7名
（株）デスクスタイル 7名
（株）ポーラ 7名
（株）エイジアクリエイト 6名
ニュースキンジャパン（株） 5名
（株）アサンテ 3名
アルソア本社（株） 3名
エイボン・プロダクツ（株） 3名
（株）ナガセビューティケァ 3名
日本 eリモデル（株） 3名
ハーバライフ・オブ・ジャパン（株） 3名
（株）マナビス化粧品 3名
ネッフル（株） 2名
（株）ひのき 2名
（株）丸八真綿販売 2名
三基商事（株） 2名
（株）あすなろ 1名
（株）KTCホールディングス 1名
（株）サンコー 1名
蛇の目ミシン工業（株） 1名
（株）ダスキン 1名
ハッピーファミリー（株） 1名
扶洋薬品（株） 1名
（株）マイ・プラン 1名
ミンクルプロダクツ（株） 1名
（株）ヤマノホールディングス 1名
団体傘下企業（4社） 6名
合計 98名

推薦企業名（会員） 資格者数
（株）ポーラ 271名
日本メナード化粧品（株） 210名
（株）ノエビア 98名
ニュースキンジャパン（株） 93名
三基商事（株） 58名
（株）アイスター商事 47名
（株）アイビー化粧品 46名
（株）KTCホールディングス 42名
（株）ナリス化粧品 41名
（株）アサンテ 41名
（株）丸八真綿販売 40名
新生ホームサービス（株） 31名
扶洋薬品（株） 24名
（株）シャルレ 21名
新日本ハウス（株） 18名
アルソア本社（株） 18名
（株）シャンデール 14名
（株）ナガセビューティケァ 13名
日本 eリモデル（株） 12名
（株）サニックス 10名
※2018（H30）年度資格試験の合格者を含む
※合格者が同数の企業名は五十音順に表記

※合格者が同数の企業名は五十音順に表記

図表2　資格者数上位20社（会員）　　　　2019（H30）年3月1日現在図表1　2018（H30）年度指導者資格試験合格者数（推薦企業別）

図表3　過去8年間の受講者数・合格者数・合格率の推移

2018年度（H30） 「訪問販売員教育指導者資格制度」試験結果の概要
　2018年度の「訪問販売員教育指導者資格制度」の講座と
資格試験は、東京で2回、大阪と福岡で各1回開催しました。
また、再受講に関しても同開催地で同じ回数を実施しました。
　受講者数は199名、合格者は98名でした。
　以下は、［図表1］が2018年度（H30）指導者資格試験
合格者数（推薦企業別）、［図表2］が資格者数上位20社

（会員）、［図表3］が過去8年間の受講者数・合格者数・
合格率の推移です。
　なお、同制度は、企業内に資格者を配置することで訪問
販売員の教育と指導体制を整備・充実することを目的に、
1994年（H6）に創設した制度です。集合教育の後の試験
に合格した者に、資格者証を授与しています。
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図表1　会員の決済方法の動向

【協会関係】
1月11日　第134回総務委員会

第182回理事会
平成31年新年賀詞交歓会

29日　訪問販売員教育指導者資格講座再受講（東京①）
30日　第123回消費者問題員会	

2月		5日	　訪問販売員教育指導者資格講座再受講（東京②）
	7日	　電話法律相談会（2018年度第2回）
	8日	　訪問販売員教育指導者資格講座再受講（大阪）
14日　訪問販売員教育指導者資格講座再受講（福岡）
18日　第2回消費者救済に係る審査委員会
20日　第10回太陽光発電懇談会
21日　第13回広告表示研究会
22日　第14回特定商取引法研究会

3月12日	　弁護士勉強会
20日　第135回総務委員会

第183回理事会

26日　第123回消費者相談担当者講習会
27日　第153回広報委員会・

第4回消費者志向活動表彰制度検討WG
29日　消費税制度改正関連動向セミナー

【対外活動】
1月15日　杉並区消費者啓発講座
21日　鎌倉市消費生活委員会
24日　事業者研修

2月15日　第9回10団体連絡協議会
22日			（一財）日本産業協会評議員会
26日　平成30年度全国消費者フォーラム

3月13日　事業者研修
14日			（公社）日本通信販売協会理事会
15日　尼崎市消費者啓発講座
18日　平成30年度第3回千葉県消費者行政審議会	

会員数：147社　正会員：118社　賛助会員：29社（21社・8団体）（2019年3月末日現在）

JDSAダイアリー（2019年1月～3月）

会員の決済方法の動向、現金の割合は
減少傾向
　会員の決済方法について「2018年度の会員概要調
査」を基に分析しました。同調査では毎年度、売上高に
占める3つの決済方法「現金」「クレジット」「その他」
の割合を尋ねています。
　18年度の単純平均の14年度比は、「現金」が9.8ポイ
ント減少となりました。一方、「クレジット」は1.4ポイ
ント増、「その他」は8.4ポイント増でした。「その他」の
主な方法は、コンビニ決済、代引決済、決済代行経由の
クレジット払い、電子マネー等でした。［図表1］　
　また、18年度に「決済は現金のみ」と現金100％に
限っている会員の割合は全会員の11.7％で、14年度の
23.5%に比べて11.8ポイント減少しました。

第10回『太陽光発電懇談会』を開催
　 2月20日に第10回目の懇談会を開催しました。
　この懇談会は、太陽光発電システムへの理解促進と、訪
問販売の課題等に関し、消費生活相談員の皆様と意見交
換を行う目的で開催しています。
　今回は都内の消費生活センター相談員の方々や関連事業
を行っている会員合計20人が参加しました。
　なお、同懇親会はこれまでにも各地の消費生活セン
ター、国民生活センター、消費者団体等との交流会を行っ
ています。

〈開催概要〉
◆ 講座『太陽光発電の仕組み及び課題等について』
◆ 意見交換会

第40回通常総会・講演会・懇親会の
ご案内
　第40回通常総会・講演会・懇親会を下記のとおり開催の
予定です。
　会員の皆様には別途案内状をお送りします。
日程：2019年6月18日（火）
場所：明治記念館（TEL：03-3403-1171）
　　　東京都港区元赤坂2-2-23

新規入会　賛助会員
◆ジニーエナジー合同会社　
　事 業 内 容 ：電気小売事業の企画等
　本社所在地：東京都港区

◆シンガポール政府観光局
　事 業 内 容 ：シンガポール政府機関
　本社所在地：東京都千代田区

2018年度 58.0% 30.6% 11.4%

2014年度 67.8% 29.2% 3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他
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